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一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第５条の規定に基づき、次のとおり公告します。 

令和６年１１月２８日 

京都市長 松井 孝治   

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 業務名 

京都市錦林市営住宅１１棟ほか１４棟解体撤去工事設計業務委託 

(2) 履行場所（対象） 

京都市左京区鹿ケ谷高岸町ほか 

(3) 業務概要 

 次の建築物等の解体撤去工事に係る設計業務 

ア 建築物 

（ア） １１棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

４２８平方メートル 

（イ） １２棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

４２８平方メートル 

（ウ） １３棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

７５７平方メートル 

（エ） １６棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

１，００３平方メートル 

（オ） １７棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

１，００５平方メートル 

（カ） １８棟（エレベーターあり） 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地

上３階建て 延べ面積：１，３２６平方メートル 

（キ） １９棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

８１３平方メートル 

（ク） ２０棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

４１９平方メートル 

（ケ） ２１棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上３階建て 延べ面積：

４１９平方メートル 

（コ） ２２棟 主要用途：共同住宅 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上２階建て 延べ面積：

２７９平方メートル 

（サ） 錦林浴場 主要用途：浴場 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上２階建て 延べ面積：

４８３平方メートル 

（シ） 左京東部いきいき市民活動センター本館 主要用途：集会所 構造・規模：鉄筋コンクリー

ト造、地上４階建て 延べ面積：２，１１５平方メートル 

（ス） 旧錦林コミュニティセンター 主要用途：集会所 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上

２階建て 延べ面積：１，２７９平方メートル 

（セ） サロン 主要用途：集会所 構造・規模：鉄筋コンクリート造、平家建て 延べ面積： 

１５２平方メートル 
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（ソ） 高岸南公園便所 主要用途：公園便所 構造・規模：鉄筋コンクリート造、平家建て 延べ

面積：約１０平方メートル 

イ 屋外付帯施設 

自転車置場、倉庫、外構、団地内通路、防球ネット、擁壁、植栽、フェンス、設備（防火水槽

を含む。）及びその他工作物 

(4) 履行期間 

契約の日の翌日から令和８年３月３１日まで 

(5) 支払条件 

前金払 原則として年度ごとに当該年度の出来高予定額の３割以内で行う。 

※ 設計図書で支払年度・金額等を定めている場合は、それによる。 

部分払 原則として行わない。 

※ 設計図書で支払回数・金額等を定めている場合は、それによる。 

２ 本件入札に関する問合せ先 

行財政局管財契約部契約課工事契約担当 

（電話０７５－２２２－３３１３） 

３ 入札参加資格に関する事項 

次に掲げる全ての条件を満たす者 

(1) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において、競争入札参加有資格者で、建築設計Ａ

等級に格付されていること。 

(2) 公告日から開札日までの間において、京都市から競争入札参加停止措置を受けていないこと。 

(3) 関係会社の参加制限 

本件入札に参加しようとする者が次のいずれかの関係に該当する場合は、そのうちの１者しか参

加できない。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合 

（ア）子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同

条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

（イ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、（ア）については、会社等（会社法施行規則第２条

第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法第２条第４号に規定す

る再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をい

う。）である場合を除く。 

（ア） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げ

る者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

ａ 株式会社の取締役。ただし、会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社

における監査等委員である取締役、会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社

における取締役、会社法第２条第１５号に規定する社外取締役、会社法第３４８条第１項に

規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を

除く。 
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ｂ 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ｃ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）

の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行し

ないこととされている社員を除く。）  

ｄ その他業務を執行する者であって、ａからｃまでに掲げる者に準じる者 

（イ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条

第１項の規定により選任された管財人（以下「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

（ウ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 ア又はイと同視できる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

４ 入札方法等 

(1) 本件入札は、京都市電子入札システムにより、次のどちらかの方法で行う。 

ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したＩＣカード（本市に提出済みの「使

用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、かつ落札決定の日時

までの間において有効であるものに限る。）を取得したうえで、京都市電子入札システムへ

の利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法（以

下この方法により入札する者を「インターネット利用者」という。） 

なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電子入札シ

ステムへの利用者登録を行っていなければならない。 

イ 京都市から入札端末機利用者カードの交付を受けている者が、行財政局管財契約部契約課（以

下「契約課」という。）に設置する入札端末機を使用することにより入札データを送信する方法

（以下この方法により入札する者を「端末機利用者」という。） 

なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の

１時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければな

らない。 

入札端末機の利用時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除き、午前９

時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時までを除く。）とする。 

(2) 本件入札に参加しようとする者は、公告日から入札期間初日の直前の開庁日の午後５時までに、

次のどちらかの方法により、設計図書等を入手し、積算のうえ、入札期間の項で後述する入札期間

に入札を行うこと。 

ア インターネット利用者は、京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して設

計図書等をダウンロードして入手すること。（この場合、設計図書等を入手しようとする日

までに、京都市電子入札システムへの登録を行っていなければならない。） 

なお、インターネット利用者であっても設計図書等を購入することができるが、この場合、

京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して複写承認書を入手し、設計図書

等の販売業者に提示して設計図書等を購入すること。 

イ 端末機利用者は、契約課に設置する入札端末機により、複写承認書を入手し（この場合、

複写承認書を入手できる期間終了の１時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請

し、同カードの発行を受けていなければならない。）、設計図書等の販売業者に提示して設

計図書等を購入すること。 
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（設計図書等の販売業者） 

株式会社中央精器 

京都市右京区嵯峨明星町５番地の２４ 

（午前９時～正午、午後１時～６時、電話０７５－８７１－８４００） 

想定販売金額 ９６０円 

(3) 落札価格は、入札金額に入札金額の１００分の１０に相当する額を加算した額（１円未満切捨て）

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入力すること。 

(4) 入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入札者は、入札デ

ータ送信後の辞退はできない。 

(5) 入札期間 

令和６年１２月１３日（金）、１６日（月）及び１７日（火）の午前９時から午後５時まで。た

だし、端末機利用者は正午から午後１時までを除く。 

(6) 予定価格等 

予定価格 ３１，７９０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

最低制限価格は、落札者を決定した日から契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から契約課ホームペ

ージ「京都市入札情報館」で公表する。 

（「京都市入札情報館」のＵＲＬ） 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ 

最低制限価格の算定に用いた区分 「建築設計（建築関係の設備設計を含む。）」 

なお、最低制限価格の算定に当たっては、無作為に抽出した数（１．０００～１．００３）を乗

じる。 

(7) 入札参加資格確認に必要な書類（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）の提出 

入札者は、一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式）を提出しなければならない。 

なお、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却せず、本市の入札・

契約事務で使用する。 

(8) 一般競争入札参加資格確認申請書等の様式の交付 

前項で「別紙様式」としたものについて、公告日から入札期間終了まで、「京都市入札情報館」及

び契約課に設置する入札端末機に公告と併せて掲示するので、Ａ４判で使用すること。 

(9) 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出方法 

ア インターネット利用者の場合 

入札データを送信する際、ワード、エクセル（Office最新版で扱えること。）又はＰＤＦファ

イル（Adobe Acrobat Reader DCで扱えること。）にして添付すること。 

イ 端末機利用者の場合 

封入、封かんし、封筒に入札番号及び業務名のみを記載して、入札期間内に契約課に設置して

ある「入札資料提出ポスト」に投函すること。 

(10) 設計図書に関する質問 

 設計図書に関する質問は、受け付けない。 

５ 開札及び落札者の決定 

(1) 開札予定日時 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
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令和６年１２月１８日（水）午前９時以降 

(2) 入札参加資格の確認 

開札後、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者

について、入札参加資格の確認を行う。確認を行った結果、入札参加資格がないと認められるとき

は、その者の行った入札は無効とし、予定価格の範囲内で有効な入札を行った他の者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者について、入札参加資格の確認を行う。 

なお、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、有効な入札を行った者のうち、入札金額が同

額の者が２者以上あるときは、開札時に抽選により入札参加資格の確認を行う順位を決定する。 

(3) 落札者の決定 

予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者のうち、

入札参加資格を有すると認めた者を落札者とする。 

(4) 落札結果の公表 

落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとともに、落札者の商号（法人にあ

っては名称）及び落札金額等を契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から「京都市入札情報館」で公表

する。 

なお、開札日に落札者を決定しないときは、全ての入札者の商号（法人にあっては名称）及び入

札金額等を契約課内で閲覧に供し、翌開庁日から「京都市入札情報館」で公表する。 

(5) 落札者以外の入札者に対する書面による理由説明 

落札者以外の入札者は、落札者とならなかった理由について書面による説明を求める場合は、落

札者を公表した日の翌々開庁日の午後５時までに、その旨を記載した書面を契約課に持参し、提出

すること。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

免除する。 

(2) 契約保証金 

免除する。 

７ 入札の無効 

京都市契約事務規則第６条の２各号に該当する入札（入札に関する条件に違反した入札）は、無効

とする。 

８ その他 

(1) 本件は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けない。 

(2) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(3) 契約書作成の要否  要 

(4) 公正な競争を確保するため、本件入札において互いに競争相手であった落札者（以下「契約者」

という。）と落札者以外の者（以下「非落札者」という。）とが次に掲げる事項を行うことを禁止す

る。 

ア 契約者が、非落札者に本件業務を委託すること。 

イ 非落札者が、契約者から本件業務を受託すること。（契約者と直接契約を締結しない場合を含

む。） 

(5) 落札者となった者が契約を締結しない場合は、契約辞退に該当するため、競争入札参加停止措置
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を行うとともに、落札金額（税込）の１００分の５に相当する額を違約金として徴収する。 

(6) 公告及び仕様書に定めのない事項は、本市が定める条例、規則、要綱、要領等のほか関係法令等

による。 

（行財政局管財契約部契約課） 


